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（事業の趣旨） 

第１条 この要綱は、一般社団法人兵庫県トラック協会（以下「兵ト協」という。）に所属する会員事業

者が、勤務する運転者に労働安全衛生法で義務付けされた健康診断を当該年度に受診させた場合に、そ

の受診料の一部を助成することをもって、トラックドライバーの健康起因による交通事故防止を図るこ

とを目的とする。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成対象者は、兵ト協会員の県内事業所に在籍している選任運転者とする。対象受診日等につい

ては実施要領によるものとする。 

 

（交付額及び上限人数）  

第３条 受診料に係る交付額は、１人１回につき１，５００円とし、１会員あたりの助成上限人数は 

２００名とする。 

なお、原則として１人、年１回の助成とするが、深夜業（午後１０時から午前５時）を含む業務に携

わる運転者に限り２回申請できる。 

 

（助成金申請書の提出及び受付期間等） 

第４条 会員は、事業の完了後速やかに「健康診断受診料助成金申請書（様式１）」に「健康診断受診者

名簿（様式２）」及び受診料の支払いが確認できる書類（請求書の写し及び領収書の写し等）を添付し、

兵ト協に提出する。 

２ 兵ト協の申請期日は、別に定める。ただし、助成限度額（予算）に達した場合は、締切日前であっ

ても、受付を終了する。 

 

（助成金の交付） 

第５条 兵ト協は、前条の「健康診断助成金申請書」の提出があったときは、速やかにその申請書を審査

し、内容が適正と認められたときは、会員事業者に対して助成金を交付する。 

 

（その他必要な事項） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、兵ト協が別にこ

れを定める。 

 

附則（令和７年３月２８日） 



この要綱は、令和７月４月１日から適用する｡ 

 

附則（令和７年４月４日） 

この要綱は、令和７月４月１日に遡り適用する｡ 

 


